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国民健康保険高齢受給者証通知文の誤りについて 
 

7 月 19 日付で送付した国民健康保険高齢者受給者証にかかる通知文において、

昭和 20 年 8 月 1 日以降生まれの方の受給者証の有効期限に誤りがありました。訂

正のうえお詫びします。 

なお、受給者証の有効期限に誤りはありません。 

 

1 対象者 5,141 名    

2 発送日 令和元年 7 月 19 日 

3 正誤   昭和 20 年 8 月 1 日以降生まれの方の有効期限 

【誤】令和元年 7 月 31 日        

【正】令和 2 年 7 月 31 日 

 

問い合わせ先 三木市健康福祉部医療保険課国民健康保険係 

電話 0794-82-2000（内線 2338）  

健康福祉部医療保険課 

担当：課長 山城千明 

内線：2391 


